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Ⅱ．検討委員会の概要 

１ 検討委員会の設置目的 

明石市では、施設の経年劣化及び取扱高の減少が進む明石市場の今後のあり方

を検討するに当たり、学識経験を有する者、明石市場内の事業者及び公募市民か

ら多様な意見を聴取するため、「明石市公設地方卸売市場あり方検討委員会」を

設置しました。 

 

２ 検討委員会での検討項目 

⑴ 明石市場が持つべき役割及び機能に関すること。 

⑵ 明石市場の設置及び運営主体に関すること。 

⑶ 明石市場の必要規模に関すること。 

⑷ 明石市場の再整備に関すること。 

⑸ ⑴～⑷のほか、明石市場のあり方検討に関して市長が必要と認める事項 

 

３ 検討委員会の基本的な進め方 

⑴ 分科会 

明石市場内の事業者を対象とした分科会を計２回 （のべ４日）開催し、検討

委員会での検討項目などについての意見を聴取しました。 

⑵ 検討委員会 

検討委員会では、分科会での意見を参考にしながら、各委員がそれぞれの知

見や経験に基づいて意見を発表しました。 

なお、各検討項目について、検討委員会としての統一見解を取りまとめるの

ではなく、委員の意見を幅広く聴取し、報告書に記載することとしました。 
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Ⅲ．各項目の検討 

各検討項目について、委員から出された主な意見を以下のとおりまとめました。 

１ 明石市場が持つべき役割及び機能 

⑴ 明石市場が持つべき役割 

 

主な意見 
■明石市場が持つべき役割 

・食の安定供給と安定した価格を形成する。 

・学校給食や保育園などへ食材を提供する。 

・地産地消を促進する。 

・小中学生の見学受け入れを通じた食育を推進する。 

・生産者と消費者を結び付け、地域の産業振興を図る。 

・生産者の生活を守る。 

・生産者の育成支援を行う。 

・防災拠点機能（災害時の食の供給拠点、防災備蓄倉庫） 

■「公設市場」としての役割 

・安全・安心な食を提供する。（市民の食を支える。） 

・食の流通拠点 

・取引の適正化と生産及び流通の円滑化を図る。 

・明石産品のブランド力の維持、発信の拠点 

・食の情報発信を行う。（ホームページ、市場開放、料理教室など） 

・従業員の雇用を通じて明石市の経済を支える。 
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⑵ 明石市場の取扱数量・取扱高の維持・向上を図るために必要な機能 

分科会では、明石市場の取扱数量・取扱高の維持・向上を図るために必要な

機能として、「コールドチェーン」「ＨＡＣＣＰ」「災害時における生鮮食料品流

通拠点機能」などの意見が出されました。 

検討委員会では、分科会における意見を基に、各機能の必要性等について議

論しました。 

〈コールドチェーン〉 

 

主な意見 
・費用対効果を考慮して検討すれば良い。 

・必要な機能だと考える。ただし、施設整備だけでなく、運用面が整わない

と難しい。 

・小規模事業者や関連事業者では対応が難しいので、市場全体として早急に

対応してほしい。 

・今年のような暑い夏がこれからも続くと思うと、安全安心な食の提供には

必須である。 

・最近の再整備事例ではコールドチェーンはむしろ標準装備なのではないか

と思う。一方で、せっかくの設備を使い切れていない事例もある。施設整

備に合わせて、運用面について場内事業者の統一した考え方を整理する必

要がある。 
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〈ＨＡＣＣＰ〉 

 

主な意見 
・費用をかけてＨＡＣＣＰ施設を整備しても、適切に運用できるのか疑問だ。 

・費用をかけて施設を整備する方法もあれば、そうでない方法もある。最小

限必要なものが何かを考えて、それに絞ってお金をかけるべきだ。 

・水産部門では、ここ 10 年程は海外販路の拡大に向けた取組を進めてきた。

明石ブランドのタイとタコを輸出したいということで、衛生基準のハード

ルが比較的低い東南アジアをターゲットにスタートした。順調に推移した

が、コロナ禍によって頓挫し、現在では、インバウンド客に対してのアピ

ールを主に取り組んでいる。 

・再整備の際にＨＡＣＣＰ認証を前提とした施設整備を検討するのは当然だ

が、事業者の規模によっては、過剰設備となる可能性もあることに注意が

必要だ。事業者ごとに考えが違うので、事業者が選択できるようにはでき

ないか。 

・これから先の卸売市場としては、必須の機能だと思う。市場全体で衛生管

理の統一した考え方をまとめないといけない。現在は、青果・水産・関連

でバラバラになっている。 

・認証など取らずに自分たちで記録を取っている市場もある。自分たちでで

きるところからやっていくということが重要かと思う。 
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〈災害時における生鮮食料品流通拠点機能〉 

 

主な意見 
・卸売市場に備蓄倉庫を併設するというのは、効率が良いと思う。 

・卸売市場の有無に関係なく、土地を活用して備蓄場所を確保するべき。 

・分科会の検討シートの意見にもあるように、単に防災拠点として施設を整

備するだけではなく、防災イベントなどを通じて市民に知ってもらうこと

が重要だ。 

〈その他〉 

主な意見 
・冷蔵冷凍施設については、大手スーパーからの要望に応えるためにはあっ

た方がよい。ただし、開設者が整備するのか、事業者が整備するのかは議

論が必要。 

・現在地に賑わい施設を作ることについては、事業として成り立つのか慎重

に議論した方がよい。 

・賑わい施設については、失敗事例も数多く見てきたので、慎重に検討した

方がよい。 

・2024 年度からさかな文化祭を開催し、多くの方に来ていただいている。ま

た、年末開放などを通じて、市民に明石市場を知っていただく機会をこれ
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からも作っていく必要があると考えている。 

・イベントの手ごたえを感じているとのことだが、再整備後の市場が完全閉

鎖型になると、２階のガラス越しにしかセリが見学できないなどの弊害も

ある。 

 

２ 明石市場の開設及び運営主体 
明石市場が持つべき役割及び機能を踏まえて、今後の明石市場の開設者・運営

者として望ましい枠組みについて議論しました。 

 

⑴ 開設者 

主な意見 
〈公設が望ましいとの意見〉 

・「市民のため」の卸売市場としての役割があるため。 

・災害時の拠点として卸売市場を位置づけるのであれば、公設が適切だ。 

・事業者の立場からすると「公設」の看板の方が営業しやすい。 

・公設でないと農協の県組織への加入が難しくなり、集荷しにくくなる。 

・安定的な運営が可能なため。 

・明石市場がなくなったら何が困るのかを考えたとき、市民の生活が一番困る。 

・食の安定供給や給食、こども食堂など、経済的弱者にも安定して食を提供
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するためのインフラである。 

・長期的な開設や公的なインフラとしての役割があるため。 

・生鮮品は生活必需品であり、価格・品質・供給の安定は公共財的な性格が

強い。卸売市場を地域の食の安全保障機能として位置づけるのであれば、

公設として、自治体の監督の下で特定の事業者の利益に偏らない仕組み

（公平性）を担保した指導・監督ができる。 

・卸売市場を災害時や非常時の地域の食の公共インフラとしての運営を行政

として行える。 

・公設であれば、明石に多い中小零細な仲卸・小売・飲食店など多様な事業

者も参入しやすい開かれた場の維持が期待できる。 

〈その他の意見〉 

・できる限り税金を投入せずに済む方法を考えてほしい。その結果、民設で

も公設でもどちらでも良い。 

⑵ 運営者 

主な意見 
〈現在の指定管理者が望ましいとの意見〉 

・給食事業や海外販路、各種イベントなども連携して取り組めており、一定

の成果が出ている。 

・開設者である市との連携ができている。 

・適切なルールに基づいた運営が為され、それを市がチェックできる体制が

整っていれば、指定管理者制度でも良い。 

・指定管理者制度を採用する場合、より良く運営できるためのチェック体制

の構築は必要である。 

・現在の指定管理者で問題ないかどうか、当事者の意見を聞きたい。特に問

題がないのであれば、指定管理者で良いのではないか。指定管理者を利用

する側の満足度や運営評価を把握した上で判断すべきだ。 

〈民間が望ましいとの意見〉 

・現在の指定管理者でも問題ないと思うが、民間に任せることができれば、

明石市場の取扱高などが好転する可能性があるのではないか。 

・適正な運営ができれば、市直営・指定管理者・民間のいずれでも良い。 
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３ 再整備の場所 
明石市場を再整備する場合の整備場所の検討に当たっては、「現地での再整備

が最適」であるとする明石市の考え方が示されました。 

明石市の考え方も踏まえながら、再整備を行う場合の場所について意見を交わ

しました。 

 

主な意見 
〈現地再整備に関する意見〉 

・青果の立場からは、交通利便性の点で現地が最適である。 

・再整備までの期間や費用を考えると、現地以外は難しい。 

・現在の施設の状況を考えるとできるだけ早く再整備をしないといけないの

で、移転先の検討などに時間をかけることはできない。 

・現在は耐震性の問題から小学生の見学の受入れを停止しているが、再整備

後は再開したい。小学生が見学する施設とするためには、少しでも安全安

心な場所であるべきだ。 

〈移転に関する意見〉 

・水産としては、海水の調達や漁師との距離を考えると海に近い方が良いが、

移転する場合は青果・関連事業を含めて明石市場全体での移転が必要だ。 

・現地での再整備と海の近くへの移転が同じような期間でできるのであれば、
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移転の方が良い。移転に時間がかかるのであれば、現地での再整備を優先

するべきだ。 

・水産物を運搬するトラックが海水をこぼしながら通過するので、道路の痛

みなどが気になる。また、場内見学をした際に、水産の施設の方が維持・

修繕費がかかっているように見受けられた。水産を別の場所に移すことで、

これらをクリアできるのではないか。 

・水産物を海の近くに移転することで、ブランディングやイメージ戦略の点

でも効果があるのではないか。 

・海の近くへの移転については、どこに移転しても良いというわけではなく、

最適な土地・一等地でないと意味がない。 

・移転については場内事業者のコンセンサスを得る必要があるので難しい面

はあるが、仮移転が不要であることはメリットである。 

・青果については現地で、水産については海の近くへの移転が良い。 

〈その他の意見〉 

・現在の場所以外の候補地が示されていない中では、意見のしようがない。

複数候補地を示し、それぞれのコスト・機能面での比較検討を行う必要が

ある。 
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４ 再整備の方向性 
旧耐震基準で建築された既存の施設を使い続けることはできないことから、再

整備を行う場合の方向性（建替え・既存施設の改修）について意見を交わしまし

た。 

主な意見 
・コールドチェーンやＨＡＣＣＰなどの新たな機能の導入や施設の寿命を考

えると、建替えすべきだ。 

・改修して、その後も修繕などに費用がかかるのであれば、建替えた方が良い。 

・新たな機能の導入や施設の寿命を考えると、建替えが最適だ。改修したと

しても、維持・修繕に費用がかかるのであれば建替えすべきだろう。 
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５ 再整備後の施設の規模 
再整備する場合の施設の規模の検討に当たっては、明石市から目安となる規模が

示されました。 

明石市から示された施設の規模（目安）を参考に、再整備後の施設の規模つい

て意見を交わしました。 

主な意見 
・場外からの仕入れについて実態把握を進めるほか、トラックの荷待ちスペ

ースなど、取扱数量だけでははかることができない要素を考慮して規模を

検討する必要がある。 

・明石市の食のビジョンを明確にし、当該ビジョンに基づく卸売市場の役割・

規模を検討すべきだ。 

・業者が減っている中で、現状維持をして施設が埋まるのか疑問だ。また、

現状を維持するということは、それだけコストがかかる。ある程度面積を

抑えて、余剰地を活用して費用を工面する必要がある。 

・施設規模を現状維持とするのであれば、取扱数量を増やすための取組など、

明石市場としての戦略を明確にした上で、施設の規模を検討すべきだ。 

・市民の生鮮食品の安全性に対する意識が高まっていることから、これから

の卸売市場にはＨＡＣＣＰやコールドチェーンなどが必要だ。これまでの

取扱数量の推移だけで判断するのではなく、市場の機能なども加味した検

討が必要だ。 
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・大規模災害時の生鮮食料品の物流拠点となり得るような規模を確保すべきだ。 

・現在では予測できないような将来需要「プラスα」にも対応できるスペー

スを確保しておくことも重要だ。 
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６ 再整備の方法 
近年の公共施設の再整備の事例をもとに意見交換を行いました。 

 

主な意見 
・再整備の方法を検討するに当たっては、可能な限り現場 （再整備を行った

市場）に行って、担当者から直接メリット・デメリットを聞いてほしい。

できれば、場内事業者も同行することが望ましい。 
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７ 水産物分場のあり方 
水産物分場の現状を踏まえながら、今後のあり方について意見を交わしました。 

 

主な意見 
・水産事業者の意見としては、可能であれば昼市を再開したいとの意見が大

半である。ただし、条件面などを卸売業者と仲卸業者で協議している。 

・イカナゴ漁がなくならない限りは、現在の水産物分場は残してほしい。最

近はイカナゴ漁の期間が短くはなっているが、かなりの取扱高（金額）な

ので水産物分場を残してほしいとの意見につながっている。 

・明石市場（藤江）のあり方が決まってからの議論でも良いのではないかと

思う。 
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参考資料 

１ 委員名簿 
（敬称略） 

役職名 氏 名 所属・職名 

会 長 竹 川 宏 子 
兵庫大学 

現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 教授 

副会長 副 島 久 実 
摂南大学 

農学部 食農ビジネス学科 准教授 

委 員 藤 田 正 治 
明石市卸売市場運営協議会 会長 

神果神戸青果株式会社明石支社 支社長 

委 員 川 﨑 喜 昭 
明石海産卸売協同組合 理事長 

吉野屋海産有限会社 代表取締役 

委 員 神 足 武 志 公募市民 

委 員 堀 田 修 一 公募市民 

２ 開催状況 

開催回 開催日 主な内容 

第１回 2025 年 ９月 24 日 (水) 
・あり方検討に向けた基礎資料の報告 

・場内見学会 

分科会 

第１回 
〃 10 月 

３日 

４日 

(金) 

(土) 

・明石市場が担うべき役割 

・明石市場の取扱数量・取扱高の維持・

向上を図るために必要な機能 

・開設者・運営者 

第２回 〃 10 月 30 日 (木) 

・第１回分科会の報告 

・明石市場が担うべき役割 

・明石市場の取扱数量・取扱高の維持・

向上を図るために必要な機能 

・開設者・運営者 

第３回 〃 11 月 19 日 (水) 

・開設者・運営者 

・再整備の場所 

・再整備の方向性 

分科会 

第２回 
2026 年 １月 

19 日 

20 日 

(月) 

(火) 

・施設の規模 

・再整備の方法 

・水産物分場のあり方 

第４回 2026 年 ２月 12 日 (木) 

・第２回分科会の報告 

・施設の規模 

・再整備の方法 

・水産物分場のあり方 

第５回 〃 ４月 21 日 (火) ・報告書のまとめ 
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３ 分科会の開催概要 
検討委員会での議論に先立って、明石市場内の事業者（卸売業者・仲卸業者・

関連事業者）を対象とした分科会を計２回（のべ４日）開催しました。 

⑴ 第１回分科会 
① 開催日時・場所 

開催日時：2025 年 10 月３日（金）10：00～、10 月４日（土）14：00～ 

開催場所：明石市公設地方卸売市場 管理棟２階 会議室 

② 出席者数 

開催日 
事業者数 
（人数） 

内 訳 

卸 水産仲 青果仲 関連 

2025 年 10 月３日(金） 13(15) １(２) ０(０) ６(６) ６(７) 

2025 年 10 月４日(土) ９(10) ０(０) ７(８) １(１) １(１) 

合 計 22(25) １(２) ７(８) ７(７) ７(８) 

※2025 年 10 月１日時点の事業者数 54（卸２、水産仲 14、青果仲 13、関連 25） 

③ 内容 

ア 明石市場が担うべき役割・ 「公設市場」としての役割 

イ 明石市場の取扱数量･取扱高の維持･向上を図るために必要な機能 

ウ 明石市場の開設者･運営者は誰が担うべきか 

④ 第１回分科会での主な意見等 

「③内容」に記載の各項目についての意見を検討シートに記載いただきま

した。意見の詳細は、「第１回分科会検討シートまとめ」を参照してくださ

い。 

⑵ 第２回分科会 
① 開催日時・場所 

開催日時：2026 年１月 19 日（月）14：00～、１月 20 日（火）14：00～ 

開催場所：明石市公設地方卸売市場 管理棟２階 会議室 

② 出席者数 

開催日 
事業者数 
（人数） 

内 訳 

卸 水産仲 青果仲 関連 

2026 年１月 19 日(月) 16(18) １(２) ７(７) ５(５) ３(４) 

2026 年１月 20 日(火) ８(９) １(２) １(１) ３(３) ３(３) 

合 計 24(27) ２(４) ８(８) ８(８) ６(７) 

※2026 年１月９日時点の事業者数 52（卸２、水産仲 14、青果仲 12、関連 24） 
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③ 内容 

ア 施設の規模 

イ 再整備の方法 

ウ 水産物分場のあり方 

④ 事前アンケート 

「③内容」に記載の各項目についての事前アンケートを行いました。 

詳細は、「第２回分科会事前アンケート回答結果」を参照してください。 

［回答期間］2025 年 12 月 12 日㈮ 

～2026 年１月 14 日㈬ 

［回答方法］専用Ｗｅｂサイト 

［回 答 数］右表のとおり 

④ 第２回分科会での主な意見等 

「第２回分科会における意見」参照 
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第１回分科会検討シートまとめ 
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公
設

で
あ

る
意
味
が
大

き
い
。

 
一
般
消
費

者
で
あ

る
市

民
に
も

、
明
石

の
魚

の
魅
力
を
伝

え
て
い

く
役

割
も
担

っ
て
い
る

。
 

明
石
市
の

市
場
と

し
て

、
市
と

連
携
し

、
荷
受
・

仲
卸
・
管

理
セ

ン
タ
ー

が
協
力

し
て
活
性

化
を

図
る
こ
と

が
必
要

不
可

欠
 

市
民
に
新

鮮
な
商

品
（
食
）
を

提
供
す
る

役
割

を
担
う
こ

と
が
第

一
 

市
民

へ
の

安
心

安
全

な
食

品
を

提
供

す
る

こ
と
も
欠
か

せ
な
い

。
 

次
世
代
を

担
う
小

中
学

生
の
見

学
受
け
入

れ
、

イ
ベ
ン
ト

な
ど
に

よ
り

、
食
育

推
進
の
面

で
も

果
た
す
役

割
は
大

き
い

。
 

最
も
強
調

し
た
い

の
は

、
明
石

市
民
の
為

の
市

場
で
あ
る

こ
と
。

 
公
設
で
あ

る
こ
と

で
、
よ
り
市

民
の
た
め

と
い

う
点
が
協

調
さ
れ

る
。

 

駅
か
ら

徒
歩
圏
内

で
、
主
要

道
路
も

含
め

た
交
通

の
利
便

性
（
地

の
利

）
を
活

用
し
、
ス

ム
ー

ズ
な

食
の
流

通
の
拠

点
と
な

る
。

 
卸
売
市

場
で
あ
る

と
い
う

こ
と

は
、
日
頃
は

業
者

向
け
の

場
と
な

る
が

、
駐
車

場
が
あ

る
こ
と

も
生

か
し
て

一
般
消

費
者
へ

の
市
場
開

放
を
定

期
的

に
行
う

こ
と
で

、
市

民
が

卸
売
市

場
の
存
在

を
知
り

関
心

を
持
ち

、
必

要
性

を
感
じ

て
も
ら

え
る
よ
う

努
め
る

。
 

生
産
者
（
漁

師
さ
ん
）
と
の
連

携
強
化

、
明
石

ブ
ラ
ン

ド
の
さ
ら

な
る
向
上

と
発
信

。
 

地
産
地

消
の
取
り

組
み
と

し
て

給
食
食

材
の
提
供

、
地
元

の
飲
食

店
と
の
企

画
な
ど

の
仕

掛
け

 
福
祉
事

業
（

こ
ど

も
食
堂
な

ど
に
食
材

提
供
）
に

も
力
を

入
れ
る

。
 

海
外
販

路
・
国
内

販
路
の
強

化
。
明

石
市
場

の
魚

を
選
ん

で
も
ら

う
工
夫
と

、
魅
力

の
Ｐ

Ｒ
 

業
者
間

に
よ
る
勉

強
会
・
意

見
交
換
会

。
全

国
の

市
場
の

状
況
、
明

石
の
町

や
行
政

の
情

報
な
ど

を
知
り
、
分
析
し

、
市

場
の

活
性

化
に

つ
な

げ
ら

れ
る

よ
う

に
積

極
的

に
取

り
組
む

。
 

コ
ー
ル

ド
チ
ェ
ー

ン
化
、
食

の
安
心
・
安
全

を
さ

ら
に
取

り
組
む

。
 

市
場
の

あ
り
方
を

出
来
る

だ
け

早
く
結

論
づ
け

、
出

来
る

だ
け
早

く
、
よ
り

よ
い
方

向
へ

進
め
る

よ
う
に
す

る
。

 
こ

れ
か

ら
仲

卸
業

者
が

減
少

す
る

だ
ろ

う
と

予
測

す
る

中
、
今
現
在

の
よ
う

な
広
さ

が
必
要

か
ど

う
か
は

議
論
す

る
必
要

性
は
あ
る

が
、
一
方

で
面
積

を
狭

く
し
て

し
ま
っ

て
か
ら

ま
た
広
く

す
る
の

は
難

し
く

、
今
の

広
さ

で
付
加

価
値
を

つ
け
る
こ

と
も
検

討
す

る
必
要

が
あ
る
。

 
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

を
照

ら
し

合
わ

せ
る

と
安

全
な

土
地

で
あ
る

の
で
防
災

備
蓄
倉

庫
の

設
置
な

ど
、
災
害

に
備
え

た
防
災

拠
点
機
能

を
確
保

す
る

。
ま
た

、
有

事
の

際
に
市

場
の
中

の
人
た
ち

が
市
民

を
サ

ポ
ー
ト

で
き
る
よ

う
に

、
日
頃
か

ら
訓
練
し

、
意
識

づ
け

て
お
く

必
要
も
あ

る
。

 
防

災
拠

点
と

し
て

防
災

備
蓄

倉
庫

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、
市
場
イ

ベ
ン
ト

と
防
災

イ
ベ
ン

ト
を

同
時
に

開
催
し

て
市

場
の

認
知

度
向

上
を

図
る

。
い

ざ
と

い
う

と
き

に
は
、
市
場
に

避
難

し
て
い
れ

ば
い
い
と

い
う
、
安

心
で
き

る
場
に

も
な
る
よ

う
に
し

っ
か

り
準
備

、
周
知
す

る
。

 
市

民
が

市
場

に
集

い
や

す
い

場
と

な
る

こ
と

を
検

討
す

る
。
買

い
物

、
集
会

が
で
き
る

ス
ペ
ー
ス

な
ど

。
さ
ら

に
観
光
と

い
う
視
点

も
加
え

ら
れ

る
か
ど

う
か
も
検

討
し

、
道
の
駅

や
温
泉
施

設
な
ど

の
機

能
を
併

設
す
る
こ

と
で

、
に
ぎ
わ

い
形
成
に

つ
な
げ

る
可

能
性
も

あ
る
。

 
市
場
内

業
者
同
士

の
連
携

を
深

め
る
。

 
さ
ら
に

、
卸

売
市
場

が
明
石

の
食
の

流
通

拠
点
で

あ
る
意

識
を
高

め
、
漁

業
や
農

業
、
魚

や
青
果
に

関
す
る

団
体
・

企
業
と

の
連
携
は

も
ち
ろ

ん
の

こ
と
、
様
々

な
企

業
・
団

体
・
店
舗
と

の
懸
け

橋
と
し

て
機
能

し
て

い
く
よ

う
積
極

的
に
仕

掛
け
て
い

く
。

 
市
民
、

ま
ち
、
産

業
の
た

め
に

な
る
こ

と
を
、
今

一
度

、
市
場
関

係
者
全
員

が
胸
に

刻
み

た
い
。

 

明
石

市
 

明
石
公

設
地

方
卸

売
市

場
の

看
板
が
あ

る
か
ら
こ
そ

、
信
頼

性
・
信

用
度

が
あ
る
。

 
市
民
の

食
事

を
守

る
た

め
、

明
石
の
存

在
は
不
可
欠

 

明
石
市

 
（

指
定

管
理

者
）
 

明
石

市
と

連
携

し
て

動
き

や
す

い
。

 
民

間
委

託
で

振
り

回
さ

れ
な

い
た

め
 

す
で

に
実

施
し

て
い

る
給

食
事

業
、
海
外
・
国
内

販
路

拡
大
、
福

祉
事

業
、

市
場

開
放

や
さ

か
な

文
化

祭
と

い
っ

た
イ

ベ
ン

ト
開

催
な

ど
の

よ
う

に
、

指
定

管
理

者
と

市
場

内
業

者
が

連
携

し
な

が
ら

取
り

組
め
る
の
が

良
い
と

考
え
る

。
 

水
産

 
（
仲
卸
）

 

明
石
市

の
台
所

 
隣
接
地

域
、
市
内

へ
の
食

材
の

供
給

 
地
域
の

農
業
、
漁

業
、
小
売

業
、
飲

食
業
へ

の
貢
献

 

食
材
の
安

心
、
安

全
の

提
供

 

川
下
に

も
川
上
に

も
魅
力

あ
ふ

れ
る
市

場
に
な
る

こ
と

。
 

値
段
、

物
量
、
品

質
管
理

な
ど

 
公
的
施

設
へ
の
応

援
 

災
害
時

の
支
援

 

明
石

市
 

公
設
市
場

で
あ
る

と
い
う

社
会

的
標
記

 
明

石
市

 
（

指
定

管
理

者
）
 

市
役

所
と

市
場

内
の

運
営

会
社

の
橋
渡
し
を

し
て
も

ら
い
た

い
か

ら
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区
分

 
明
石
市

場
が
担

う
べ
き
役

割
 

「
公

設
市

場
」

と
し
て
の

役
割

 
明

石
市
場

の
取
扱

量
・
取
扱
高

の
維
持
・
向
上

を
図
る

た
め
に
必

要
な
機

能
 

開
設

者
 

理
由
（
開

設
者
）

 
運
営

者
 

理
由
（
運

営
者
）

 

水
産

 
（
仲

卸
）

 

安
心
安
全

で
新
鮮

な
商
品

を
供

給
し
、
価
格
の

安
定
を
担

う
。

 
病
院
や
学

校
給
食

等
の
食

材
提

供
で
、
地
産
地

消
の
促
進

 

防
災
備

蓄
倉
庫
の

設
置
等

、
災

害
に

備
え

た
防

災
拠
点

機
能
の
確

保
 

明
石

市
場

か
ら

仕
入
れ

を
す
る

加
工
業
者

を
誘
致

す
る

。
 

明
石

市
 

公
共
施

設
と
し
て

災
害
に

備
え

る
。

 
明
石

市
 

（
指

定
管

理
者

）
 

市
民

向
け

の
直

売
や

定
期

的
な

イ
ベ

ン
ト

開
催

等
で

、
場

内
事

業
者

と
の

ス
ピ

ー
デ

ィ
ー

な
連

携
が

と
れ
る
。

 

水
産

 
（
仲

卸
）

 

全
国
又
は

海
外
か

ら
の
食

材
を

集
め
、
小
分
け

し
て
小
売

店
、
外
食

店
、
給

食
な
ど
に

届
け
市

民
の
食
を

支
え
る

。
 

左
記
と

同
じ
よ
う

な
内
容

 
明

石
市

内
外

の
消

費
者

に
ス

ム
ー

ズ
に

食
材

を
流
通

さ
せ
る
。

 
地
産
地

消
も
大
事

で
あ
る

。
 

市
内
の

学
校
給
食

や
施
設

な
ど

へ
食
材
提

供
 

あ
ら

ゆ
る

メ
ー

カ
ー
や

産
地
の

食
材
を
集

め
、
新
鮮

な
食

品
と

適
正

な
価

格
で
の

取
扱
い

を
し

、
安

定
し
た
流

通
を

充
実

さ
せ

る
。

 
コ

ー
ル

ド
チ

ェ
ー

ン
な

ど
で

安
全

な
食

材
の

取
扱

い
を

す
る

。
 

運
送

会
社

、
コ

ン
ビ
ニ

な
ど
の

誘
致

 
市

場
開

放
や

市
場

ま
つ

り
な

ど
イ

ベ
ン

ト
で

市
場

の
認

知
度

を
向

上
さ

せ
る
。

 

明
石

市
 

明
石
市

と
い

う
看

板
が

最
も
お

も
く
感

じ
る
。

 
明
石
市

公
認

の
店

舗
と

い
う
こ

と
で
動

き
や
す
い

。
 

明
石

市
 

（
指

定
管

理
者

）
 

明
石

市
直

営
で

し
て

ほ
し

い
が

、
現
状
指
定

管
理
な

の
で
。

 
指

定
管

理
の

ほ
う

が
民

間
の

ノ
ウ

ハ
ウ

を
と

り
取

り
入

れ
ら

れ
そ

う
な
の
で
。

 

水
産

 
（
仲

卸
）

 

明
石
市
民

の
食
の

安
心
、

安
全

の
安
定

供
給

 
生
産
者
（

漁
師
）

の
為
の

市
場

 
市
民
の
為

の
学
校

給
食

 

生
産
者

と
消
費
者

と
の
結

び
の

場
 

食
の
安

定
供
給

 
生
鮮
の

流
通
拠
点

 

消
費

者
と

卸
売

業
者

の
接

点
を

増
や

す
為

に
、

市
場

開
放
、

市
場

祭
り

等
の
イ

ベ
ン
ト

の
充
実

 
一
般

消
費

者
に

貢
献
す

る
こ
と

に
よ
り

、
市

場
の
認

知
度

を
上

げ
て

、
売

上
の
向

上
 

物
流

機
能

に
対

応
す
る

設
備
を

整
備
す
る

。
 

明
石

市
 

多
く
の

明
石

市
民

が
市

場
で
働

き
、
明

石
の
経
済

に
対

し
て

も
大

き
な
役

割
を
も

っ
て
い
る

。
ま

た
、

学
校

給
食
の

観
点
か

ら
明
石
市

と
の
繋
が

り
が
深

い
た

め
 

明
石

市
 

（
指

定
管

理
者

）
 

明
石
市
と

民
間
（

市
民

）
の

両
方

の
考
え
方
に

よ
る
効

率
化

 

水
産

 
（
仲

卸
）

 
明
石
ダ
イ

や
タ
コ

な
ど
を

出
荷

す
る
拠

点
 

学
校
給

食
な
ど
へ

の
提
供

を
す

る
た
め

 
Ａ
→

Ｂ
、

Ｂ
⇔

Ｂ
な
ど

一
丸
と

な
る
。

 
明
石

市
 

公
設
が

つ
く
か
ら

 
明
石

市
 

（
指

定
管

理
者

）
 

市
と
連
携

し
や
す

い
か
ら

 

水
産

 
（
仲

卸
）

 
市
場
の
あ

り
方
（
い

る
、
い

ら
ん
）
を
考
え

る
の
は
市
の

仕
事
で

我
々
で

は
な

い
。

 
過
去
の

経
緯
、
昭

和
5
0
年
代

に
市
に
連

れ
て

こ
ら
れ

た
、
市
の

施
策
！

！
 

 
 

明
石

市
 

市
の
名

前
が

あ
れ

ば
営

業
し
て

い
く
上

で
信
用
さ

れ
や
す
い

。
 

明
石

市
 

（
指

定
管

理
者

）
 

 
 

関
連

事
業

 

立
場
の
異

な
る
複

数
の
事

業
者

が
、
食

品
等
の

取
引

及
び

荷
さ

ば
き

に
必

要
な

施
設

を
設

け
て
、
取

引
の
適

正
化
と

生
産

及
び
流
通

の
円
滑

化
を
図
る

。
 

経
済
、
社
会

、
環
境
の

三
側
面

の
ま

ち
づ

く
り

を
し
、

相
乗
効
果

を
生
み

だ
す

。
 

社
会

環
境

の
変

化
に
合

わ
せ
た

設
備
等
（

人
口
、

生
産

、
物
流

の
動

向
、

食
品
流

通
、
消

費
者
ニ
ー

ズ
）

 
未
回

答
 

 
 

未
回

答
 

 
 

関
連

事
業

 
明
石
市
と

し
て
責

任
を
持

っ
て

、
市
政

で
運
営

す
る
こ
と

が
第
一

だ
。

 
公
設
な

の
で
民
間

は
あ
り

え
な

い
。

 
市
政
が

す
る
の
で

、
市
、

県
、

国
が
動
く

。
 

市
場

内
で

ど
れ

だ
け
動
こ

う
と

う
て
、
売

上
、
取
扱

量
は

増
え

な
い
。
卸
先
の

開
拓
が

全
て
。
そ
れ

が
あ
れ
ば

必
然

的
に

全
て

あ
が

る
。

需
要

が
あ

り
は

じ
め

て
供

給
が

く
る
。

 

明
石

市
 

民
間

の
富

の
温

床
に

し
て

も
発

展
は

な
い
。

 
明
石

市
 

（
直

営
）

 
 
 

関
連

事
業

 
生
産
者
や

漁
師
な

ど
の
拠

点
 

学
校
や

保
育
園
な

ど
へ
の

提
供

 
海
外

販
路

や
地

域
イ
ベ

ン
ト
な

ど
や
っ
て

い
く
。

 
明
石

市
 

公
設
が

つ
く
か
ら

 
明
石

市
 

（
指

定
管

理
者

）
 

市
と
連
携

し
や
す

い
か
ら

 

関
連

事
業

 

安
全
安
心

な
食
品

の
提
供

 
提
供
食
品

の
品
質

向
上

 
災
害
に
備

え
た
防

災
拠
点

と
し

て
の
役

割
 

食
文
化
の

発
信

 

地
域
へ

の
食
の
安

定
供
給

 
学
校
給

食
な
ど
へ

の
食
材

提
供

 

安
心
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第２回分科会事前アンケート回答結果 
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第２回分科会における意見 
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４ 明石市公設地方卸売市場あり方検討委員会設置要綱 
 （設置） 

第１条 施設の経年劣化及び取扱高の減少が進む明石市公設地方卸売市場（以下

「明石市場」という。）の今後のあり方を検討するに当たり、学識経験を有する

者、明石市場において事業を営む者、公募による市民等から多様な意見を聴取

するため、明石市公設地方卸売市場あり方検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について、各委員からの意見を市長に報告す

るものとする。 

(１) 明石市場が持つべき役割及び機能に関すること。 

(２) 明石市場の設置及び運営主体に関すること。 

(３) 明石市場の必要規模に関すること。 

(４) 明石市場の再整備に関すること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、明石市場のあり方検討に関して、市長が必

要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員６名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が選任する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 明石市場において事業を営む者 

(３) 公募による市民 

(４) その他市長が特に必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、第２条に規定する事務が終了するまでとする。 

 （会長の職務等） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうち学識経験を有する者をもっ

て充てる。 

２ 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 
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 （分科会） 

第７条 委員会は、明石市場において事業を営む者で構成する分科会を設置する

ことができる。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、環境産業局産業振興室商工政策課において処理する。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則（平成２５年１月２３日制定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議は、第６条第１項の規

定にかかわらず、市長が招集する。 

   附 則（令和７年６月５日制定） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、第２条に規定する事務が終了する日限り、その効力を失う。 
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